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市役所の代表電話番号は　�0424－64－1311です　お間違えのないようにお願いします　

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
で
は
、
地
域
の
中
で
子
ど

も
を
預
け
た
い
方
（
フ
ァ
ミ
リ
ー

会
員
）と
子
ど
も
を
預
か
る
方（
サ

ポ
ー
ト
会
員
）
か
ら
な
る
会
員
同

士
の
相
互
援
助
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
会
員
を
希
望

す
る
方
は
説
明
会
に
出
席
し
て
く

だ
さ
い
（
子
ど
も
同
伴
可
）。

▽
と
き
・
と
こ
ろ　

①
2
月　

日
10

（
木
）・
ひ
ば
り
が
丘
北
児
童
館　

②　

日（
日
）・
イ
ン
グ
ビ
ル　

時

20
間
は
い
ず
れ
も
午
前　

時
〜
正
午

10

▽
申
込　

①
8
日（
火
）ま
で
、
②

　

日（
金
）ま
で
の
午
前
８
時　

分

18

３０

〜
午
後
5
時
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局
へ
電

話
で

◆
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
事
務
局（�
　

･
４
１
２
１
）

38

　

児
童
扶
養
手
当
は　

歳
（
一
定

18

の
障
害
が
あ
る
場
合
は　

歳
未

20

満
）
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
母
子
家
庭
等
の
方
に
支
給
さ
れ

て
い
る
国
の
制
度
で
す
。

　

こ
の
た
び
、
平
成　

年
の
最
高

１４

裁
判
所
に
お
け
る
判
断
に
基
づ

き
、
平
成　

年
７
月
以
前
に
児
童

10

が
父
か
ら
認
知
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
手
当
の
支
給
を
受
け
ら
れ
な
か

っ
た
方
に
特
例
支
給
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
該
当
す
る

方
は
、
子
育
て
支
援
課
（
田
無
庁

舎
１
階
・
保
谷
庁
舎
１
階
）
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象　

平
成　

年
７
月
以
前

10

に
、
児
童
が
父
か
ら
認
知
さ
れ
た

た
め
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き

な
か
っ
た
方
ま
た
は
申
請
し
な
か

っ
た
方
で
、
当
時
東
京
都
に
住
ん

で
い
た
方
（
都
外
に
住
ん
で
い
た

方
は
、
当
時
住
ん
で
い
た
道
府
県

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

▽
支
給
対
象
期
間　

申
請
を
行
っ

た
方
は
資
格
喪
失
等
処
分
の
日
、

申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
方
は
認
知

さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分

〜
平
成　

年
７
月
分

10

▽
支
給
額　

所
得
に
応
じ
た
当
時

の
支
給
金
額
と
な
り
ま
す
。

▽
手
続
き
等　

処
分
通
知
書
（
資

格
喪
失
通
知
書
等
）や
戸
籍
謄
本
、

所
得
証
明
書
等
、
当
時
の
状
況
が

分
か
る
資
料
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
、
子
育
て
支
援
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
特
例
支
給
に
つ
い

て
の
申
請
期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
子
育
て
支
援
課（
�田
 
�
内
線　

、
1525

�保
 
�
内
線　

）
2142

　

人
工
透
析
を
必
要
と
す
る
腎
不

全
お
よ
び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子

欠
乏
症
等
で
難
病
等
医
療
費
助
成

を
受
け
ら
れ
て
い
る
方
の
医
療
券

は
、
３
月　

日
で
有
効
期
限
満
了

31

と
な
り
ま
す
。
更
新
申
請
書
の
提

出
期
限
は
２
月　

日
（
金
）
で
す
。

18

　

郵
送
の
場
合
は
、
事
前
に
必
要

書
類
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
請　

障
害
福
祉
課
（
田
無
庁

舎
１
階
・
保
谷
保
健
福
祉
総
合
セ

ン
タ
ー
１
階
）

※
昨
年　

月
に
申
請
窓
口
が
保
健

10

所
か
ら
市
役
所
に
移
管
し
ま
し
た

◆
障
害
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）
2341

▽
受
付
期
間　

２
月
１

日（
火
）〜　

日（
月
）

28

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く

▽
受
付
場
所　

障
害
福
祉
課
（
田

無
庁
舎
１
階
・
保
谷
保
健
福
祉
総

合
セ
ン
タ
ー
１
階
）

▽
必
要
書
類　

①
現
況
届
兼
請
求

書（
対
象
者
に
は
送
付
）　

②
障
害

者
本
人
の
印
鑑
、
代
理
人
が
手
続

き
す
る
場
合
は
そ
の
方
の
印
鑑　

③
車
検
証
と
運
転
免
許
証
の
コ
ピ

ー　

④
本
人
（　

歳
未
満
の
場
合

20

は
保
護
者
の
口
座
可
）
の
振
込
先

口
座（
郵
便
局
は
不
可
）　

⑤
請
求

対
象
期
間
内
に
給
油
し
た
際
の
領

収
書
等
（
原
本
）

▽
請
求
対
象
期
間　

平
成　

年
８

16

月
〜　

年
１
月
（
こ
の
間
に
新
た

17

に
認
定
申
請
し
た
方
は
、
認
定
申

請
月
か
ら　

年
１
月
ま
で
）

17

◆
障
害
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３４３

�　

母
子
家
庭
の
子
の
た
め
に
、
一

定
額
を
限
度
に
貸
し
付
け
を
し
て

い
ま
す
。

◎
就
学
支
度
資
金
…
小
・
中
学

校
、
高
校
、
短
大
、
大
学
、
高
専
、

専
修
学
校
に
入
学
す
る
た
め
に
必

要
な
資
金　

◎
修
学
資
金
…
高

校
、
短
大
、
大
学
、
高
専
、
専
修
学

校
の
修
学
の
た
め
に
必
要
な
資
金

※
貸
し
付
け
に
あ
た
っ
て
は
、
必

ず
母
子
自
立
支
援
員
と
の
面
談
が

必
要
で
す
。
限
度
額
等
、
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
生
活
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

、
2352

�田
 
�
内
線　

）
1581

�
〜
平
成　

年
度
の
受
付
を
開
始
〜

17

　

社
会
教
育
関
係
団
体
と
し
て
認

定
さ
れ
る
と
、
市
内
の
有
料
体
育

施
設
の
利
用
料
金
が
一
部
軽
減
さ

れ
ま
す
。

▽
対
象
団
体　

①
市
内
で
社
会
教

育
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と　

②
規
約
ま
た
は
会
則
を
有
し
、
団

就
学
支
度
資
金
・
修
学

資
金
の
貸
し
付
け

社
会
教
育
関
係
団
体

認
定
申
請
受
付

体
と
し
て
の
意
思
を
決
定
、
執
行

し
、
代
表
す
る
こ
と
の
で
き
る
機

能
お
よ
び
独
立
し
た
経
理
、
監
査

の
機
能
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と

③
団
体
の
実
績
が
客
観
的
に
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と　

④
市
民
が
団
体
の
構
成
員
の　
�６０

以
上
で
あ
り
、
団
体
の
本
拠
と
し

て
事
務
所
ま
た
は
事
務
を
行
う
一

定
の
場
所
が
市
内
に
あ
る
こ
と　

⑤
政
治
活
動
、
宗
教
活
動
ま
た
は

営
利
事
業
を
主
た
る
目
的
と
す
る

団
体
で
な
い
こ
と

▽
申
請
期
間
・
場
所　

３
月　

日
１５

（
火
）
〜　

日
（
金
）
に
ス
ポ
ー

２５

ツ
振
興
課
（
保
谷
庁
舎
４
階
）
ま

た
は
総
合
体
育
館
へ
直
接
持
参

▽
提
出
書
類　

会
則
、　

年
度
事

１６

業
報
告
書
、　

年
度
会
計
報
告
、

１６

　

年
度
会
員
名
簿
、　

年
度
の
事

１６

１７

業
計
画
書
、　

年
度
の
予
算
書

１７

◆
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
（
�保
 
�
内
線

　

）
２７１４

�　

日
程
等
が
変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
担
当
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
社
会
教
育
委
員
の
会
議
（
社
会

教
育
課
・�
内
線　

）
…
２
月　

2711

15

日
（
火
）
午
後
２
時
・
防
災
セ
ン

タ
ー
講
座
室
・
社
会
教
育
関
係
団

体
補
助
金
に
つ
い
て
・
傍
聴
者
数

　

人
１０

審
議
会
等
開
催
情
報

おお
知知
らら
せせ

■
車
内
で
の
忘
れ
物

　

「
は
な
バ
ス
」
は
、
民
間
の
バ

ス
事
業
者
と
協
定
を
結
ん
で
運
行

し
て
い
ま
す
。
車
内
で
の
忘
れ
物

に
つ
い
て
は
、
ル
ー
ト
ご
と
に
各

バ
ス
営
業
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

○
第
１
・
２
・
３
・
５
ル
ー
ト

　

西
武
バ
ス
㈱
滝
山
営
業
所

（�
　

・
２
５
２
５
）

７４
○
第
４
ル
ー
ト

　

関
東
バ
ス
㈱
武
蔵
野
営
業
所

（�
０
４
２
２
・　

・
２
１
９
１
）

５１

■
車
内
に
持
ち
込
む
手
回
り
品
等

の
制
限

　
「
は
な
バ
ス
」車
内
に
持
ち
込
む

手
回
り
品
等
に
つ
い
て
は
、他
の

路
線
バ
ス
と
同
様
に
、旅
客
自
動

車
運
送
事
業
運
輸
規
則
お
よ
び
一

般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
約

款
の
規
定
に
基
づ
き
、対
応
し
て

い
ま
す
。

○
大
き
な
荷
物　

総
重
量
…　

キ
10

ロ�
、
総
容
積
…
０
・
０
２
７
立

方�
、
長
さ
…
１�

　

右
記
の
基
準
以
内
の
も
の
は
、

持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
ペ
ッ
ト
等　

動
物
の
持
ち
込
み

は
、禁
止
と
な
っ
て
い
ま
す（
盲
導

犬
、愛
玩
用
の
小
動
物
を
除
く
）。

※
ペ
ッ
ト
の
持
ち
込
み
に
つ
い
て

は
、
か
ご
等
に
入
れ
、
他
の
皆
さ

ん
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し

て
い
る
場
合
は
、持
ち
込
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。

◆
交
通
計
画
課
（
�保
 
�
内
線　

）
2472

■介護保険の所得控除について
　介護保険料は「社会保険料控除」の対象になります。申告額は平成16年１
月～12月に納付した額（過年度分を含む）です。申告の際に領収書の添付は
不要です。平成16年中に支払った介護保険サービスの利用者負担額が「医療
費控除」の対象となる場合があります（下表参照）。申告の際には、医療費控
除の対象金額が記載された領収書の添付が必要です。不明な点はお問い合わ
せください。
■ おむつ代の医療費控除について
　おむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行したおむつ使用証明書が
必要です。ただし、過去におむつ代の医療費控除を受けたことがあり、要介
護認定を受けている方は、介護保険主治医意見書内容確認書で代用できるこ
ともあります。その場合、意見書の内容が、おむつの使用を証明する一定の
要件を満たしている必要がありますので、あらかじめお問い合わせください。
◆介護保険課（�保 �内線２３２２、2328）

控除の対象となる額控除の対象となる要件サービスの種類

施設サービスに要する費用
と食費の自己負担額の２分
の１にあたる金額　※1要介護１～５の認定を

受けていること

①介護老人福祉施設施
設
サ
ー
ビ
ス

施設サービスに要する費用
と食費の自己負担額全額　
※1

②介護老人保健施設

③介護療養型医療施設

利用者の自己負担額全額
要支援または要介護１
～５の認定を受けてい
ること

④訪問看護

居
宅
サ
ー
ビ
ス

⑤訪問リハビリテーション

⑥通所リハビリテーション

⑦居宅療養管理指導

⑧短期入所療養介護

居宅サービス費に係る自己
負担額（介護保険給付の対
象となるものに係る自己負
担額に限る）

居宅サービス計画に基
づき④～⑧のいずれか
のサービスと併せて利
用していること　※3

⑨訪問介護　※2

⑩訪問入浴介護

⑪通所介護

⑫短期入所生活介護

※１　理美容代などの日常生活費や、個室等の使用料などの特別なサービス費用は、
　　　対象となりません。

※２　訪問介護のうち、生活援助が中心の場合は、控除の対象となりません。

※３　老人保険・医療保険の訪問介護と併せて利用した場合も対象となります。

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
説
明
会

児
童
扶
養
手
当
の

特

例

支

給

難
病
等
医
療
費

助

成

の

更

新

心
身
障
害
者
自
動
車

燃
料
費
助
成
の
受
付
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■
期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票

▽
と
き　

１
月　

日
（
月
）
〜
２
月
５
日
（
土
）　

午
前
８
時　

３１

30

分
〜
午
後
８
時
（
土
曜
日
も
同
じ
）

▽
と
こ
ろ　

①
田
無
庁
舎
２
階　

市
民
会
議
室　

②
保
谷
東
分

203

庁
舎
地
下
第
１
会
議
室
Ｂ　
（
①
、
②
い
ず
れ
の
場
所
で
も
投
票

で
き
ま
す
）

※
投
票
・
開
票
速
報
を
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
携
帯
電
話
サ
イ
ト
、

Ｌ
モ
ー
ド
サ
イ
ト
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
�保
 
�
内
線　

）
2811

����������	
��

������� ■
お
詫
び
と
訂
正

　

１
月　

日
号
６
面
上
段
の
募
集
の
記
事
中
に「
廃
棄
物
減
量
等
推
進

15

委
員
」
と
あ
る
の
は
、
正
し
く
は
「
廃
棄
物
減
量
等
推
進
員
」
で
す
。

お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

◆
ご
み
減
量
推
進
課
（
�保
 
�
内
線　

）
2222

　２月１１日（祝）は、高圧電気設
備工事のため、次のサービスを利
用できません。
【住民票等自動交付機】
　田無庁舎・保谷庁舎に設置して
ある自動交付機
◆市民課（○田 �内線1461、○保 �内
線2131）
【公共施設予約サービス】
　ロビー端末・インターネット・携
帯電話・Ｌモード・音声応答・ファ
クス
◆情報推進課（○田 �内線1150）
【テレホンウェブ】
◆広報広聴課（○田 �内線1142）　
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